
講　師 武田 秀和 氏 武田秀和税理士事務所 所長 
税理士

昭和50年3月中央大学法学部卒業。昭和50年4月東京国税局総務部採用（国税専門官第5期）。以後東京国税局資料調査課、東京派遣監察
官室、浅草・四谷・東村山各税務署資産課税部門に勤務。平成20年8月武田秀和税理士事務所を設立、現在に至る。
主な著書
「土地評価実務ガイド」(税務経理協会）
「元国税調査官が教える相続税調査実態からみる申告書作成のテクニック（改訂版）」(日本法令）
「土地建物の譲渡所得Q&A（改訂版）」(税務経理協会）ほか多数。
なお、週刊税務通信で「税理士のための一般財産評価入門」を連載中です。

お申込み・詳しい講座内容は裏面をご覧ください。

生講座を「オンラインＬＩＶＥ講座」にて配信!

スグにできる！

相続税「更正請求」等手続きの実務 
相続税申告件数が倍増し、“争族”件数も必然的に増え、

結果、「未分割申告」が増加します。
修正申告及び更正の請求手続きは必ず必要となります！

東 京 生 講 座 40 名様会場受講 先着

100名様同時中継 先着

5/15 月 13:00-16:00

5/15 月 13:00-16:00
オンラインアーカイブ講座 12:003 より１週間 視聴者数

【無制限】生講座開催日から 営業日後の

東京都港区芝5-31-19 オーエックス田町ビル4階　TEL：03-6262-3553

受講料 一般 ： 25,000円（税込） 会員 ： 無 料 （資産税実務研究会 / 定額制クラブ）

［田町］ ビジョンセンター田町 JR山手線・京浜東北線「田町駅（三田口）」徒歩2分／都営浅草線・三田線「三田駅（A3出口）」徒歩1分会　場

（旧：相続・事業承継実務研究会）

※オンラインLIVE講座はチャットによる質問が可能です。

オンラインＬＩＶＥ講座※

資産税実務研究会

ここが
ポイント

！

• 期限、手続はこう認識し、進めていく 
• 未分割で使える特例、使えない特例は? 
• 遺留分の減殺請求が出た 
• 申告期限から3年を経過して協議が成立した 
• 遺産分割が未分割の場合の申告は?　ほか



講座内容

株式会社ファルベ 〒104-0032 東京都中央区八丁堀4-1-3 宝町TATSUMIビル4Ｆ  TEL 03-6228-3272  担当：藤井・内海

TEL.1 TEL.2　携帯電話など必ず連絡がつく先をご記入ください。

FAX E-mail

ご住所 〒

事務所名参加者名｜フリガナ

2017/5/15（月）「スグにできる！相続税『更正請求』等手続きの実務」 申込書

お申込み方法

必要事項をご記入の上、FAXにてお申込みください。折り返し受付確認票を送付いたします。HPからもお申込みいただけます。

03-5539-3751FAX送信先 HPからのお申込みはこちら http://farbe-net.com/

会員区分　※いずれかの項目にチェックを入れてください。

□ 一般 （25,000円・税込） □ 定額制クラブ （無料） □ 資産税実務研究会 （無料）

参加セミナー　※いずれかの項目にチェックを入れてください。

□ 生講座会場受講 （40名様） □ オンラインLIVE講座 （100名様） □オンラインアーカイブ講座 （視聴人数無制限）

国税通則法における更正の請求

・ 相続税の申告
・ 相続税における更正の請求
・ 遺産分割協議と未分割
 ① 相続税の特殊性
 ② 遺産分割が未分割の場合の申告
 ③ 未分割の場合に適用できない特例等
 ④ 未分割の場合でも特例が認められる場合
 ⑤ 申告期限から3年を経過して
 　 遺産分割協議が成立した場合

・ 遺産分割協議が確定した場合
・ 更正の請求の具体的事例
 ① 遺産分割の確定まで
 ② 特例の適用

・ 配偶者の税額軽減の更正の
 請求が遅れた場合
 ① 更正の請求の期限
 ② 事例の検討

・ 遺留分減殺請求確定による
 更正の請求
・ 遺留分減殺請求がされている場合
・ 遺留分減殺請求額が確定した場合
・ 財産を取得した他の相続人の
 修正申告等
 ① 申告期限後に分割が確定した場合
 ② 修正申告書の提出期限
 ③ 更正又は決定の期限

国税通則法第23条と相続税法第32条の違い、及び更正の請求の各手続について、
“実務ノウハウ”を詳細に解説していただきます。


